
相生市電子入札運用基準

（趣旨）

第１条 この基準は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）、相生市契約規則（昭和３９年規則第２５号。

以下「規則」という。）その他別に定めるもののほか、市が兵庫県電子入札共

同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う入札（見

積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」とい

う。）及びこれに関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

（参加資格）

第２条 電子入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、次

に掲げるすべての要件を満たすものとする。

（１）当該入札に関し、市の入札参加資格を有すること

（２）市が発行するユーザーID及びパスワードを取得していること
（３）電子入札システムにおける利用者登録が完了していること

（４）その他入札公告等で規定する要件を備えていること

（電子入札に使用するＩＣカード）

第３条 市長が電子入札に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関

する法律（平成１２年法律第１０２号）に基づき、主務大臣の認定を受けた特

定認証業務を行う者（以下「認定認証事業者」という。）が発行したものとす

る。

２ 入札参加者が電子入札に使用するＩＣカードは、次の各号に掲げる要件を

すべて満たすものでなければならない。

（１） 認定認証事業者が発行したものであること。

（２） 入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者（以下「代表者

等」という。）の名義で取得したもので、当該ＩＣカード情報が電子入

札システムに登録されていること。

３ 入札参加者がＩＣカードを不正に使用した場合は、当該入札参加者の行っ

た電子入札は、無効とする。

４ 入札参加者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、直ちに利用者情報

の変更を行わなければならない。

（案件登録）

第４条 市長は、次に掲げる事項を電子入札システムに登録するものとする。

（１）電子入札の対象とする案件（以下「案件」という。）の概要

（２）案件の詳細

（３）入札の期間等実施に係る期間、日時等



２ 入札の期間は、原則として開札日の前々々日、前々日及び前日の３日間（土

曜日、日曜日および休日を除く）とする。なお、入札書提出締切時刻は、電子

入札システムの利用時間の終了時刻よりも前の時刻（原則として入札書提出

締切の午後３時）に設定するものとする。

３ 市長は、第１項の規定により登録した内容を修正する必要が生じた場合は、

次項に定めるとき、その他登録した内容を修正することができるときを除き、

直ちに登録した内容の全部を削除したうえで、改めて案件登録をするものと

する。

４ 市長は、第１項に規定する案件の概要等の登録後において、開札日時を変更

する必要が生じた場合、入札参加者に対して、速やかに開札日時を変更するこ

とを電話等の確実な方法で連絡するとともに、変更後の開札日時を変更通知

書により通知するものとする。

（紙入札への変更）

第５条 市長は、市の使用に係る電子計算機に生じた障害、天災、広域的停電等

のために電子入札システムを使用できない場合は、電子入札の手続に支障が

ないと認めるときを除き、入札方法を電子入札から紙入札に変更するものと

する。

（入札参加申込み）

第６条 制限付一般競争入札の場合、入札参加者は、制限付一般競争入札参加申

込書（以下「申込書」という。）及び必要書類を受付開始日時から受付締切日

時までの間に、電子入札システムにより送信しなければならない。

２ 市長は、申込書を電子入札システムにより受信した場合において、申込書の

補正等の必要がないときは、競争参加資格確認申込書受付票を入札参加者に

電子入札システムにより送信するとともに、その業者詳細情報を保管するも

のとする。

３ 市長は、資格等の審査結果について競争参加資格確認通知書を入札参加者

に電子入札システムにより送信するものとする。

（電子入札システムによる資料の提出）

第７条 提出資料の作成時に使用するアプリケーションソフト及び作成した提

出資料を保存するファイル形式は、次の表のとおりとする。

アプリケーションソフト ファイル形式

Adobe Acrobat PDF形式



２ 入札参加者は、提出資料を作成するときは、ファイルを保存するときに損な

われる機能を使用してはならない。

３ 入札参加者は、次に掲げる形式で提出資料を作成するときは、ファイルの圧

縮することができる。ただし、自己解凍方式は、認めない。

（１）ＬＺＨ形式

（２）ＺＩＰ形式

４ 市長は、提出資料に係るファイルがコンピュータウイルスに感染している

ことが判明したときは、直ちに当該ファイルの閲覧を中止し、当該ファイルを

電子入札システムにより送信した者と再提出の方法を協議するものとする。

５ 市長は、前項の場合において、完全にコンピュータウイルスを駆除すること

ができなければ、電子入札システムによる再提出は認めない。

（書面による資料の提出）

第８条 入札参加者は、提出資料のうち次の各号のいずれかに該当するものが

あるときは、すべての提出資料を書面で提出しなければならない。

（１） ファイルの容量の総合計が３メガバイトを超える資料

（２） ファイルがコンピュータウイルスに感染しているおそれのある資料

（３） 前各号に掲げるもののほか、市長が書面によることが必要であると

認めた資料

２ 前項の場合において、入札参加者は、入札参加の申込締切りの日時までに、

提出資料を契約担当課まで提出しなければならない。

（連絡事項）第９条 市長は、電子入札の手続に関する情報の提供を行う必要

があるときは、ホームページ等で提供するものとする。

２ 市長は、入札参加者が前項の情報を閲覧しなかったことにより被った不利

益についての異議を一切認めないものとする。

（質疑等）

第１０条 入札参加者は、案件又は案件に係る電子入札について電子入札シス

テムにより質問するときは、入札参加者名を特定できる内容を記載してはな

らない。

２ 市長は、入札参加者からの質問の内容に入札参加者名を特定できる記載が

あるときは、当該質問に対しては、回答しない。

（入札に関し必要な事項）

第１１条 入札参加者は、入札書に必要なファイルを添付し、電子入札システム

により送信しなければならない。

２ 市長は、入札書を受信したときは、入札書受付票を入札参加者に電子入札シ

ステムにより送信するものとする。

３ 次に掲げる要件に満たない電子入札は、無効とする。



（１） 入札金額その他入力が必要な事項、入札参加者の電子署名及び当該電

子署名に係る電子証明書が電子入札システムに所定の入札期間内に記

録されていること。

（２） 電子入札に使用したＩＣカードが、第３条第２項各号に掲げる要件を

満たすものであること。

（３） 入札金額に対応した積算内訳書（所定の項目すべてについて確認でき

るものに限る。）に係るファイルを入札書の「内訳書」欄に添付して電

子入札システムにより送信し、その情報が電子入札システムに所定の

入札期間内に記録されていること。

４ 第７条の規定は、前項第３号の積算内訳書について準用する。

５ 入札参加者は、時間的な余裕をもって電子入札システムによる入札書の送

信作業を行うとともに、入札書受付票を印刷して保管しなければならない。

６ 入札参加者は、第３条に規定するＩＣカードが失効、停止又は破損した場合

に備えて、予備の同一名義人のＩＣカードを準備するよう努めるものとする。

７ 市長は、電子入札システムに入札書の情報が記録された後は、入札書の書換

え、引換え又は撤回を認めない。

（紙入札の承認）

第１２条 電子入札と紙入札の併用は行わない。ただし、第２項の規定により市

長の承認を受けたときを除く。

２ 市長は次の各号を満たす場合は、紙入札を認めることとする。

（１） ＩＣカードが失効、停止又は破損等で使用できなくなり、ＩＣカード

の再発行を申請中のとき。

（２） 前号のほか、入札参加者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、

入札手続に支障がないと市長が認めるとき。

３ 市長は、紙入札を承認したときは、入札書の受付の締切りの日時（以下「入

札締切日時」という。）までに、電子入札システムに前項の規定により紙入札

を承認された者（以下「紙入札業者」という。）の登録を行わなければならな

い。

４ 紙入札業者は、入札書及び積算内訳書を、それぞれ別の封筒に封入して、指

定した日時までに指定した場所へ提出しなければならない。この場合におい

て、入札書及び積算内訳書の受領をもって、入札書及び積算内訳書の情報が電

子入札システムに記録されたものとする。

５ 市長は、紙入札業者が持参した入札書及び積算内訳書を厳重に保管するも

のとし、入札書は開札日時まで、積算内訳書は入札締切日時後に実施する内容

の確認時まで、封入された封筒を開封してはならない。

（入札書受付締切）



第１３条 市長は、入札締切日時を経過したときは、入札参加者に対し入札書受

付票を発行するとともに、入札参加者の業者詳細情報を保管するものとする。

２ 市長は、入札締切日時の経過後は、入札書の提出又は電子入札システムによ

る送信を受け付けない。

（入札の辞退）

第１４条 入札参加者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システム

により送信するまでの間に限り、辞退届を電子入札システムにより送信して

入札を辞退することができる。

２ 入札締切日時までに電子入札システムによる入札書の送信がなく、かつ、電

子入札システムによる前項の辞退届の送信もない入札参加者は、入札締切日

時を経過した時をもって当該電子入札を辞退したものとみなすものとする。

（開札の実行）

第１５条 市長は、開札日時の経過後、遅滞なく、開札の手続を開始するものと

する。

２ 市長は、紙入札業者があるときは、事前に提出された入札書の入った封筒を

開封し、当該入札金額を電子入札システムに入力する。

３ 市長は、一般競争入札においては、第６条第２項及び第１３条第１項の規定

により保管した業者詳細情報をもとに、電子入札に使用されたＩＣカードが

入札参加の申込みに使用された名義人のものと同一であることを確認するも

のとする。

４ 市長は、指名競争入札においては、第１３条第１項の規定により保管した業

者詳細情報をもとに、電子入札に使用されたＩＣカードが入札参加資格者名

簿に登録された代表者等が取得したものであることを確認する。

（開札状況に関する情報提供）

第１６条 市長は、入札参加者に開札の進捗状況に関する情報提供を行う必要

があると認めるときは、電子入札システムに進捗状況を登録するものとする。

（落札決定）

第１７条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札を執行した担当者の電子

署名（以下「執行担当者名」という。）を付加した落札者決定通知書を入札参

加者に電子入札システムにより送信するものとする。

（くじ引きによる落札者の決定）

第１８条 落札となるべき金額の入札をした者が２人以上あるときは、電子入

札システム上のくじ（以下「電子くじ」という。）によって落札者を決定する。

２ 電子くじによって落札者を決定する際に入力するくじ番号は、入札書にお

いて入札参加者が指定するものとする。第１２条第２項の規定により紙入札

を承認した場合も同様とする。



（入札の打ち切り）

第１９条 入札の執行回数は、原則１回とする。

２ 市長は、入札を打ち切ったときは、執行担当署名を付加した取止め通知書を

入札参加者に電子入札システムにより送信する。

（開札結果の公表）

第２０条 開札結果は、市ホームページにより公表する。

（補足）

第２１条 この基準に定めるもののほか、市が実施する電子入札及びこれに関

する一連の手続に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この基準は、平成２３年５月３０日から施行する。

附 則

この基準は、平成２８年７月１９日から施行する。

附 則

この基準は、令和５年４月１日から施行する。


